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質問回答書 

 

令和７年４月２８日  

 

尾張旭市健康福祉部保険医療課  

 

令和７年度尾張旭市健康診査受診勧奨委託業務に関する質問の回答は、下記のとおりです。 

記 

No 質問項目 質問内容 回答 

1 

実施要領 

９ 参加表明等 

⑷ 参加資格の

確認 

 「参加資格要件の確認」に関連し、

以下 2 点についてご確認させてくだ

さい。 

① 提出者に参加資格があると認め 

られた場合、その旨の通知はいた

だけるのでしょうか。 

 

② 通知がある場合、その通知のタ 

イミング（時期）はいつ頃を予定さ

れていますでしょうか。 

① 提案者に参加資格がないと認めた場 

合のみ通知を行います。 

 

② 5/9（金）頃を予定しております。 

2 

実施要領 

１０ 企画提案 

⑷ 提出方法 

 企画提案書の提出方法は宅配便で

も問題ないでしょうか。 

宅配便で差し支えありません。 

3 

業務内容 

１ 目的 

目的「ソーシャルマーケティング

手法や行動心理学等の理論を活用し

て」と記載がございますが、活用する

ソーシャルマーケティング手法と

は、想定されるタイプへのインタビ

ュー調査を基に行動科学モデルにも

とづき勧奨対象者の特性に合わせた

個別具体的なメッセージを作成する

手法という認識で相違ございません

でしょうか。 

ご認識のとおりです。 

また、個別具体的なメッセージの作成

手法としましては、インタビュー調査の

他、同様の事業における実績、関連分野

における学術的な研究結果などの活用が

考えられます。 

4 

業務内容 

２ 業務内容 

⑴ 健診の受診

率向上のための

対象者の分析 

「公衆衛生、医療経済等の専門領

域の知見を活用して行う」と記載が

ありますが、以下 2 点ご確認させて

ください。 

① 勧奨における介入研究に関して 

論文を公表している研究者が自社

に在籍していない場合、当該事業

者は本業務に係る参加資格を有し

ないとの理解で相違ないでしょう

か。 

 

② 契約締結交渉等において、当該 

研究者の学位を証明する書類（例：

公衆衛生学における博士の学位記

の写し等）の提出は必要とされま

すでしょうか。 

① 必ずしも特定の研究者が在籍してい 

る必要はありませんが、公衆衛生や医

療経済などの分野に関する専門知識を

活用して業務を行ってください。 

 

② 提出は必須ではありませんが、添付

されている場合は参考にさせていただ

きます。 
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5 

業務内容 

２ 業務内容 

⑴ 健診の受診

率向上のための

対象者の分析 

 以下のデータのご提供は可能でし

ょうか。 

・FKAC163、164、167過去 5年分、現

存被保マスタ。 

FKAC163、164、167について、過去デー

タも含め本市においてシステムから出力

できる分を提供します。 

被保険者マスタデータについて、国保・

後期とも KDB システム被保険者管理台帳

（S26_006）出力データを提供します。国

保においては、特定健診等被保険者デー

タ（KD_IF015）を提供します。 

6 

業務内容 

２ 業務内容 

⑵ 対象者リス

トの作成 

 5つ以上のグループは、特定健診・

後期健診それぞれにおいて 5 つ以上

でしょうか。 

ご認識のとおりです。 

7 

業務内容 

２ 業務内容 

⑵ 対象者リス

トの作成 

「対象者の特徴別に５つ以上のグ

ループに分類し受診勧奨対象者リス

トを作成」とありますが、以下 3 点

ご確認させてください。 

① 「5つ以上のグループ」について 

は、分類の根拠やアルゴリズム等

を、尾張旭市様が納得される形で

提示する必要があるという理解で

相違ないでしょうか。 

 

② また、受診勧奨対象者リストを 

作成する際の特許を所有している

場合、その旨の証明書の提出は必

要でしょうか。 

 

③ さらに、グループ分類の具体的 

なロジックの提示（例：行動科学や

受診予測ロジックに基づく分類）

は、提案として可能でしょうか。 

① ご認識のとおりです。 

 

② 特許に関する証明書の提出について 

は必須ではありませんが、提案内容に

関連する特許がある場合、その技術が

受診勧奨業務にどのように適用される

かを説明してください。 

 

③ グループ分類のロジックを提案する 

ことは可能です。分類方法がどのよう

に受診勧奨業務に貢献するか、具体的

な例を含めて提案してください。 

8 

業務内容 

２ 業務内容 

⑶ 通知物の作

成 

「対象者が属するグループごと

に、受診行動につながる内容の受診

勧奨メッセージを作成し印刷する」

との記載がありますが、尾張旭市様

における「受診行動につながる内容」

とは、具体的にどのような考え方や

指標をもって定義されているか、ご

教示いただけますでしょうか。 

未受診者が健診を受けるための心理

的・実際的な動機づけを促進するメッセ

ージを想定し、指標としては、受診率の

向上を定義しております。これまでのノ

ウハウを活かして、対象者の特性に合っ

た効果的な受診勧奨メッセージを提案し

てください。 

9 

業務内容 

２ 業務内容 

⑹ 事業評価 

「データ分析及び対象者の健診の

受診状況を評価し結果を取りまとめ

る。」と記載がありますが、グループ

分類を含めた事業結果の報告書を作

成し、ご訪問して事業結果をご説明

する認識でおりますが、相違ありま

せんでしょうか。 

また、上記対応ができない事業者

は参加資格がないという認識で相違

ございませんでしょうか。 

 訪問による事業報告を想定しています

が訪問による対応ができない事業者は参

加資格がないというわけではありませ

ん。 
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10 

業務内容 

２ 業務内容 

⑹ 事業評価 

「データ分析及び対象者の健診の

受診状況を評価し結果を取りまとめ

る」と記載されていますが、評価結果

の報告書に関して、ページ数・形式・

分析手法等に関して何らかの制限や

指示がございますでしょうか。 

ページ数・形式・分析手法等に関して

制限は設けていません。 

11 

業務内容 

２ 業務内容 

⑻ スケジュー

ル（予定） 

 効果測定用の健診データのご提供

時期をご教授ください。 

契約締結後、事業者と相談の上決定し

ます。 

12 

業務内容 

３ 業務の実施

方法 

 「公募型プロポーザル方式により

業務実施能力等を審査し、委託事業

者を選定する」とありますが、本プロ

ポーザルにおいて、プレゼンテーシ

ョン（口頭説明）による審査は実施さ

れないという認識で相違ないでしょ

うか。 

ご認識のとおりです。 

13 

業務内容 

３ 業務の実施

方法 

 「特定健康診査及び後期高齢者医

療健康診査の受診勧奨を一体として

実施する」とありますが、特定健診お

よび後期健診を一体として提案でき

ない場合は、本プロポーザルにおけ

る参加資格がないとの理解で相違な

いでしょうか。 

 契約締結においては一本化を想定して

おりますが、実務については特定・後期

それぞれの特性に合った提案をお願いい

たします。 

14 

業務内容 

４ 参考情報 

 R7 年度の特定健診受診勧奨、後期

健診受診勧奨の通知の想定数量をご

教示ください。 

 特定健康診査対象者は 8,500 人程度、

後期高齢者医療健康診査対象者は 6,500

人程度を想定していますが、より効果的

となるよう予算の範囲内で事業者におい

て設定してください。 

15 

業務内容 

４ 参考情報 

 R6 年度の特定健診受診勧奨実績

8,000件において、5年連続受診者、

不定期受診者、5年連続未受診者の割

合をご教示ください。 

本市において出力できるデータを提供

しますので、必要に応じて、分析の過程

で取得してください。 

16 
業務内容 

４ 参考情報 

 R5 年度の健診受診率をそれぞれご

教示ください。 

特定健康診査は 44.99％、後期高齢者

医療健康診査は 43.39％です。 

17 

各種様式 各提出様式に押印欄の記載がござ

いませんが、全様式において押印は

不要との理解でよろしいでしょう

か。 

ご認識のとおりです。 

18 

各種様式 

様式２「企画提

案書」 

 ３「社会的価値の実現に資する取

組に係る登録証や認定書等、内容を

証明する書類の写し（該当する場合

のみ）」について、貴自治体が想定さ

れている具体的な書類例があればご

教示いただけますでしょうか。 

 ＳＤＧｓの各分野における、登録証、

証明書、承認書などで、ＩＳＯ１４００

１の登録証、障害者雇用状況報告書、ワ

ークライフバランス企業の認証書などを

想定しています。 

19 

各種様式 

様式５「業務実

施体制」 

 担当技術者が４名以上いる場合

は、記入欄を追加してもよろしいで

しょうか。 

 記入欄を追加して記載してください。 
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20 

各種様式 

様式６「予定技

術者調書」 

２「資格を証明する書類（資格証の

写し等）を添付すること」について、

健診業務に関わる資格を保有しない

職員が多い場合、添付は不要との理

解でよろしいでしょうか。 

 ご認識のとおりです。 

21 

審査基準表 

企画提案面 

個人情報保護及

び安全管理体制 

昨今、個人情報の不適切な取扱い

に関して、個人情報保護委員会から

是正指導や注意喚起を受けた事例が

報道等で複数確認されており、類似

の業務を行う事業者に対しても、個

人情報保護に係る法令遵守体制の厳

格な確認が求められる状況と認識し

ております。 

つきましては、以下の 2 点について

確認させてください。 

① 本プロポーザルにおいて、過去 

に個人情報保護委員会等から注

意・指導を受けた実績のある事業

者が応募している場合、審査にお

いてそれが評価に影響する可能性

はございますでしょうか。 

 

② また、本業務に係る契約にあた 

り、個人情報保護の体制証明（例：

外部認証、規程類、社内教育体制な

ど）の提出が求められる可能性は

ございますでしょうか。 

① 過去に注意・指導を受けた実績があ 

る場合は、その事実の有無に加えて、

その後に講じた是正措置や再発防止策

等について、具体的に記載・説明して

ください。 

審査においては、過去の指導歴の有 

無のみで評価を決定することはありま

せんが、その内容・重大性・対応状況

を総合的に勘案し、他の評価項目とあ

わせて適切に判断します。 

 

② 尾張旭市個人情報の管理に関する規 

定第１７条（別添）に基づき、提出を

お願いします。 

 

以上 


